
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３ 大規模事故災害対策計画 参考資料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 航空事故等緊急事態発生時の業務処理要領 

 Ⅰ　総則

１ 　目的

２ 　現地対策本部の設置
(1) 　必要と認められる場合は、現地対策本部を設置し、対応に当たること。
(2) 　本部は会議室に設置する。

　なお、会議室が使用中の場合は当該者に協力を求めること。

３ 　消火救難及び事故処理
(1)

(2)

４ 　代行者の指定

５ 　職員の非常呼集

６ 　機密保持

７ 　電話回線の確保

　なお、関係電話回線の使用方法については、別紙２によるものとする。
　

８ 　広報
(1)

(2)

(3) 　その他「報道機関速報要領」に準じて対処すること。

９ 　支援の要請

10 　その他

　大阪対空センター（但馬レディオ用）の番号秘匿電話は、通常どおり対空通信室と大阪対空セ
ンター間の連絡用として使用する。

　情報の授受及び整理にあたっては、別紙３「情報授受票」及び別紙４「情報総括表」によるもの
とする。

　空港長は事故の態様により、非番の職員の緊急呼び出しを別紙１に従って行い、必要な業務
を指示するものとする。

　職員は、業務上知り得た緊急事態に係わる情報又は資料を、部外者に提供してはならない。

　更に回線が必要な場合は、ＦＡＸ（２６－１５０１）を緊急用として使用することができる。

　広報は次長が行う。　なお、発表すべき内容が重大であると認められる場合は、運航情報
官又は警察署と調整の上実施すること。
　広報を行う場合、事故調査に関する情報及び事故の原因に関する推測等は、これを発表し
てはならない。

　必要に応じて、協定援助機関及び(一財)航空機安全運航支援センターに支援を要請するもの
とする。

　電話機（コードを含む。）を所定の緊急連絡用ジャック（執務室又は中会議室）に差し込むことに
より、事故等発生時の緊急連絡用電話回線として使用することができる。
　なお、この電話回線は外線直通となっているため、「０」発信の必要はない。

　空港長が不在の場合は、次長が代行し、その後の順位は別紙１「代行順位及び職員の非常呼
集」によるものとする。

航空事故等緊急事態発生時の業務処理要領

　但馬飛行場において航空事故等緊急事態（「航空事故、重大インシデント、イレギュラー運航」
をいう。以下同じ。なお、それぞれの定義は別添（参考）を参照）が発生した場合の職員のとるべ
き処理を定め、当該業務を円滑に行う事を目的とする。

　消火救難業務については、「但馬空港消防業務実施要領」及び関連要領並びに協定等によ
り、但馬空港ターミナル(株)空港長（以下「空港長」という。）が実施するものとする。
　但馬飛行場内で発生した航空事故の処理は、大阪空港事務所長（航空管制運航情報官）
（以下「運航情報官」という。）と調整の上実施するものとする。
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1 航空事故等緊急事態発生時の業務処理要領 

 Ⅱ　業務処理体制の整備

１

２

３

 Ⅲ　業務処理方式

１

２ 　初期通報

(1)

(2) 　事故発生の日時、場所
(3) 　事故機の登録記号、型式、所属及び運航者名
(4) 　便名、出発地及び最初の着陸地
(5) 　機長の氏名、乗組員数及び旅客数
(6) 　その他判明している事項

３ 　航空会社からの情報の入手

４ 　事後通報

(1) 　乗組員の氏名及び年齢
(2) 　搭乗旅客氏名
(3) 　人の死傷及び物件の損壊概要
(4) 　事故機の事故に至る経緯
(5) 　事故時の気象状況
(6) 　搭乗者の救出、遺体の収容、事故機の撤去、飛行場の閉鎖等応急措置

５ 　豊岡警察署への通報（警備課又は１１０）
(1) 　上記第１項に準じて通報すること。
(2)

６ 　事故現場の保存

(1)
(2) 　現場に変更を加えないとともに、保存のためロープ等で囲うこと。
(3) 　見取図の作成及び写真撮影を行うこと。

　関係機関との連絡、職員の非常呼集等に対応するため、最新の連絡先等を常時整備しておく
ものとする。

　事故発生後、処理の進展及び状況の変化に応じて、次に掲げる事項で判明している事実を報
告するものとする。

　事故の態様（程度）により担当課が変わることがあるので、連絡先の確認を行うこと。

　運航情報官及び豊岡警察署と調整の上、原則として、次の手順により実施するものとする。
　消火救難業務の完了後は、事故処理（原因調査等）に対応するため、現場の保存を図るこ

　航空事故が発生した場合は、「但馬空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定」
及び「飛行場内事業所等との協力協定」等に基づき、消火救難に努めるとともに、運航情報官、
県庁空港政策課及び但馬県民局防災担当課へ以下の２及び４の項目を、別紙５「航空事故等
通報用紙」により、事務室掲示の「緊急連絡体制図及び通報事項」に基づき報告するものとす
る。
　なお、航空事故に該当するかどうか不明の場合等は、別紙６「イレギュラー運航報等」により報
告するものとする。

　事故が発生した場合は、最も迅速であると認められる手段により、次に掲げる事項について、
判明している事実を報告するものとする。

　事故の態様　（墜落、衝突、火災、転覆、覆没、倒立、爆発、胴体着陸及び滑走路からの逸
脱等の区分をいう）

　当該事故機の運航を行っている航空会社の現地機関等と連絡を密にして、情報の入手に努め
るものと する。

　空港長は緊急事態発生に備えて、必要な業務の担当職員、連絡網などについて職員の行動
の指針等を定め、周知徹底しておくものとする。

　関係援助要請機関との間に締結した協定等に基づき、平時から連絡を密にし、協力体制を確
立しておくものとする。
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1 航空事故等緊急事態発生時の業務処理要領 

(4)

７ 　事故機の撤去
　運航情報官及び警察等と事前に調整した上で対処するものとする。

８ 　滑走路等の閉鎖

９ 　被害の調査

１０ 　運用再開
　再開の時期について、運航情報官及び警察等と調整し、ノータムの発行を通報するものとする。
　なお、再開に当たっては滑走路等が運航に支障のないことを確認すること。

 Ⅳ　但馬飛行場外での航空事故等

１

２ 　発生場所が飛行場周辺である場合は、飛行場内に準じて対応するものとする。

３

 Ⅴ　その他

１ 　制限区域への立入禁止の措置及び関係者の案内
(1) 　関係者以外の者が現場等へ立入らないための措置を行うこと。
(2) 　必要に応じて関係者を現場等へ案内すること。

２ 　報道関係者への対応
　 　立入り規制と待機場所への案内等を行うこと。

３　事故処理用具の点検

付則　：
１ 　この要領は、平成７年６月19日から適用する。
２ 　この要領は、平成10年３月18日から適用する。
３ 　この要領は、平成10年12月25日から適用する。
４ 　この要領は、平成13年12月25日から適用する。
５
６ 　この要領は、平成27年12月28日に一部改正し、平成28年１月１日から適用する。
７ 　この要領は、令和３年４月15日に一部改正し、令和３年５月７日から適用する。
８ 　この要領は、令和３年10月20日に一部改正し、令和３年11月５日から適用する。

　飛行場内で事故が発生した場合は、直ちに滑走路等の閉鎖に伴うノータム事項を通報（ノータ
ム事項通報書を送付）するものとする。

　空港の運用再開に向けて施設の被害の調査を行い、必要な対策と施設面からの再開の見通
しを検討し、対処するものとする。

　但馬飛行場外での航空事故等緊急事態発生の連絡を受けた場合は、消防、警察及び運航情
報官等に連絡するものとする。

　事故機の動向、発生時の様子等を目撃した者がいる場合は、その者の氏名及び電話番号
等を記録しておくこと。

　この要領は、平成24年３月１日に一部改正し、平成24年４月１日から適用する。

　空港長は、日頃から定期的に事故処理用具（カメラ、巻き尺、ロープ、コーンその他必要な物品
等）の保管点検を行うものとする。

　未確認情報（航空機又はそれらしきものが墜落するのを目撃した等の情報で、これだけでは直
ちに航空機が事故等の緊急状態にあると判断することが困難な情報をいう）を受けた場合は、
直ちに警察及び運航情報官に連絡するものとする。
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別  紙  １ 
 

但馬空港ターミナル(株)緊急連絡系統図及び代行順位 
 
 
１、空港長が不在の場合は、下記の順位で連絡すること。 
   なお、連絡を受けた者は必要な指示を与えるとともに、直ちに登庁して必要な処理を行うこと。 
 
 
 

 

 
 
２、社員の非常呼集は原則として当直者が行い、その順序は適宜判断（空港周辺に在住する社員等）すること。 
 
３、自宅の電話番号は「住所録」を使用すること。 
 

① 

④ 

③ 

② 

 
 

空 港 長 

次長兼総務課長 

業 務 管 理 課 長 

技 術 課 長 

当 直 者 
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別紙２ 

 

1 事故の様態

発生日時

発生場所

事故機の登録記号 型式

事故機の所属 運航者

4 便名 出発地 最初の着陸地

機長の氏名 機長の年齢 才 機長以外の乗組員数 名 乗客数 名

6

7

8

9

10

墜落　　　　衝突　　　　　火災　　　　　転覆　　　　倒立　　　　爆発　　　　　胴体着陸　　　　滑走路からの逸脱

その他（　　　　　　　　　　　）

機長以外の乗組員の氏名及び年齢

平成　　年　　月　　日　　時　　分

JA

事故時の気象状況

搭乗者の救出、遺体の収容、事故機の撤去、飛行場の閉鎖等その他応急措置の状況

5

旅客の氏名、年齢、性別等

人の死傷及び物件の損壊概要

豊岡警察署 (110) ／

県民局企画管理部調整課
(26-3612、3613）

／

安全運航センター但馬事務所 ／

県庁課長（空港政策担当）
(078-362-3561)

通報時間・氏名
　
／

北但消防本部(119) ／ 但馬空港ターミナル（株） ／

豊岡市城崎郡医師会
(22-2382)

／ JAC代理店（全但） ／

　　次に掲げる事項について、「判明している事実」を通報すること。

国土交通省大阪空港事務所
航空管制情報官
(06-6843-1124)

通報時間・氏名
　
／

《平成　　年　　月　　日　　時　　分現在》

　　　第　　　　　　報
　　　航空事故等通報用紙（初期通報、事故通報）

3

2

事故機の事故に至る過程
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